
 
 

 

  令和７年度(２０２５年度)から令和１１年度 (２０２９年度)までの５年間は、６５歳を超える方の

接種機会を確保するため経過措置が設けられています。 

   帯状疱疹定期接種の対象者になる年は、以下の表でご確認ください。 

 

 令和７年度(２０２５年度) 

６５歳 昭和３５年４月２日～ 

昭和３６年４月１日 

７０歳 昭和３０年４月２日～ 

昭和３１年４月１日 

７５歳 昭和２５年４月２日～ 

昭和２６年４月１日 

８０歳 昭和２０年４月２日～ 

昭和２１年４月１日 

８５歳 昭和１５年４月２日～ 

昭和１６年４月１日 

９０歳 昭和１０年４月２日～ 

昭和１１年４月１日 

９５歳 昭和５年４月２日～ 

昭和６年４月１日 

１００歳 大正１４年４月２日～ 

      大正１５年４月１日 

＊２０２５年度(令和７年度)に限り、１００歳以上全員 

 

 

 令和８年度(２０２６年度) 

６５歳 昭和３６年４月２日～ 

昭和３７年４月１日 

７０歳 昭和３１年４月２日～ 

昭和３２年４月１日 

７５歳 昭和２６年４月２日～ 

昭和２７年４月１日 

８０歳 昭和２１年４月２日～ 

昭和２２年４月１日 

８５歳 昭和１６年４月２日～ 

昭和１７年４月１日 

９０歳 昭和１１年４月２日～ 

昭和１２年４月１日 

９５歳 昭和６年４月２日～ 

昭和７年４月１日 

１００歳 大正１５年４月２日～ 

      昭和２年４月１日 

 

 

 令和９年度(２０２７年度) 

６５歳 昭和３７年４月２日～ 

昭和３８年４月１日 

７０歳 昭和３２年４月２日～ 

昭和３３年４月１日 

７５歳 昭和２７年４月２日～ 

昭和２８年４月１日 

８０歳 昭和２２年４月２日～ 

昭和２３年４月１日 

８５歳 昭和１７年４月２日～ 

昭和１８年４月１日 

９０歳 昭和１２年４月２日～ 

昭和１３年４月１日 

９５歳 昭和７年４月２日～ 

昭和８年４月１日 

１００歳 昭和２年４月２日～ 

      昭和３年４月１日 

65 歳以上の方への経過措置について 



 

 

令和１０年度 (２０２８年度) 

６５歳 昭和３８年４月２日～ 

昭和３９年４月１日 

７０歳 昭和３３年４月２日～ 

昭和３４年４月１日 

７５歳 昭和２８年４月２日～ 

昭和２９年４月１日 

８０歳 昭和２３年４月２日～ 

昭和２４年４月１日 

８５歳 昭和１８年４月２日～ 

昭和１９年４月１日 

９０歳 昭和１３年４月２日～ 

昭和１４年４月１日 

９５歳 昭和８年４月２日～ 

昭和９年４月１日 

１００歳 昭和３年４月２日～ 

      昭和４年４月１日 

 

 

令和１１年度 (２０２９年) 

６５歳 昭和３９年４月２日～ 

昭和４０年４月１日 

７０歳 昭和３４年４月２日～ 

昭和３５年４月１日 

７５歳 昭和２９年４月２日～ 

昭和３０年４月１日 

８０歳 昭和２４年４月２日～ 

昭和２５年４月１日 

８５歳 昭和１９年４月２日～ 

昭和２０年４月１日 

９０歳 昭和１４年４月２日～ 

昭和１５年４月１日 

９５歳 昭和９年４月２日～ 

昭和１０年４月１日 

１００歳 昭和４年４月２日～ 

      昭和５年４月１日 

 

 

 


